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司法行政文書不開示通知書

平成31年4月8日付け（同月9日受付，最高裁秘書第1904号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり，開示しないこととしました

ので通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

裁判所における一般職の職員の場合， どのような政治的行為が禁止されている

かが分かる文書

2 開示しないこととした理由

1の文書として，裁判所職員臨時措置法において準用されている国家公務

頁法，裁判所職員に関する薦蒔稽置規則において準用されている人事院規則

14－7 （政治的行為）が考えられるところ，法令は，裁判所の保有する司

法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第1の司法行政文書に該当せず，

司法行政文書開示手続の対象とはならない。
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